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※表紙のデザイン  

彦根市家庭教育協力企業協定制度（ひこふぁみ）のロゴマーク 

             クローバーの葉の緑が子どもを、青が企業を、ピンクが家庭を表している。 

             原案：彦根市立中央中学校美術部 



令和 6・7年度彦根市社会教育委員の会議 

 

令和 6・7年度社会教育委員の会議のテーマ  

 

 
 

 

 

1 テーマの設定について 

彦根市社会教育委員の会議では、これまで長年にわたり家庭や地域の教育力を高めるため

の連携の仕方、子どもや家庭を地域や職場等で支えるための仕組みづくりについて調査・協

議してきた。 

 本市では、令和 6年 4月に全小中学校にコミュニティ・スクールの導入が完了した。コミ

ュニティ・スクールは、子どもの成長を軸に、社会教育や地域を活性化する有効な手段とし

ても大変期待されている。コミュニティ・スクールの導入により、子どもを中心にして、共

に学び合い地域全体を一つにまとめる次世代の地域づくりを推進していかなければならな

い。そのため、 

① 学校・家庭・地域（企業・団体）が連携・協働して子どもを育成するための学校運営

協議会のあり方 

② 地域づくりに向けた人づくり・つながりづくり（地域学校協働活動）の推進 

の 2つの切り口で、調査・協議を進める。これまでの取組を充実・発展させ、報告書を作成

する。 

 

2 協議内容 

  

◎彦根の子どもを地域で守り育てるために 

～コミュニティ・スクールと地域学校協働活動の一体的推進に向けて～ 

 

A 部会 家庭教育と地域・学校の連携を考える 

（地域学校協働活動の中での家庭教育支援について） 

 

B 部会 企業・各種団体と家庭・学校の連携を考える  

（ネットワークづくりの具体的方策について）  
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3 部会の構成 

◎委員長  （  森  將豪   ） 

◎副委員長  （  上ノ山 真佐子  ） 

 

 

Ａ部会 「家庭教育と地域・学校の連携を考える」部会（６名） 

 

彦根市立佐和山幼稚園         合原 宏美 (R6) 

                                      吉田 美智代(R7) 

彦根市立平田小学校          北川 祐子 

西地区公民館             馬場 完之 

彦根市青少年育成市民会議       松宮 幸彦 (R6) 

                                      門野 明  (R7) 

学識経験者              上ノ山真佐子 

学識経験者              山本 真治 

      

 

Ｂ部会 「企業・各種団体と家庭・学校の連携を考える」部会（５名） 

 

ひこねの子ども応援団          馬場 和子 

彦根音楽連盟              北村 則子 

彦根市スポーツ協会           木村 輝男 

公益社団法人 彦根青年会議所      澤井 雄一 (R6.4 月～) 

                   山田 雅崇 (R7.1 月～) 

学識経験者                            森   將豪 

     

 

事務局 彦根市教育委員会事務局 生涯学習課 

 

課  長  小椋 朋子  (R6) 

      西川 真由美 (R7) 

主  幹  川添 義夫 

副 主 幹  宮川 智史    

主  査  中川 絵美 

社会教育指導員  田中 諭    (R6) 

            大西 康夫  (R7) 
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4 会議の日程 

 

 令和 6年度 

月 日 会 議 内    容 

5月 21日 第 1回全体会 令和 4・5年度 報告書の概要 

令和 6・7年度 取組検討 

「コミュニティ・スクールと地域学校協働活動について」 

部会別協議 

6月 25日 B部会 「学校と企業・各種団体がつながるために」 

部会の方向性について 

7月 17日 ◎学校運営協議会訪問① 城東小学校 学校運営協議会視察（6人） 

7月 23日 A部会 部会の方向性について 

学校運営協議会を視察しての意見交流 

8月 6日 ◎学校運営協議会訪問② 西中学校 中学生との意見交換会視察（5人） 

9月 10日 ◎学校運営協議会訪問③ 南中学校 学校運営協議会視察（4人） 

11月 14日 第 2回全体会 コミュニティ・スクールについて現状の共有と方向性の

確認 

各部会からの取組状況の報告 

部会別協議 

12月 18日 B部会 ひこふぁみ登録に向けての確認・報告 

2月 18日 第 3回全体会 

(兼・公民館運営審議会) 

 

各部会の取組まとめ 

中間報告書（案）の原稿確認 

部会別協議 

 

令和 7年度 

月 日 会 議 内    容 

6月 3日 第 1回全体会 令和 6・7年度の取組について 

部会別協議 

8月 19日 A部会 チェックリスト案についての協議 

8月 27日 B部会 家庭教育協力企業協定制度実施要綱（改正）について 

ひこふぁみ登録企業拡大に向けての方策や効果的な周知

についての協議 

11月 21日 第 2回全体会 各所属や個人でのテーマに関わった取組の報告 

各部会からの取組状況の報告 

部会別協議 

2月 20日 第 3回全体会 

(兼・公民館運営審議会) 

各部会の取組まとめ 

報告書（案）の原稿確認 

部会別協議 
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5 部会の取組 

 

【Ａ部会 家庭教育と地域・学校の連携を考える】 

 部会長（ 馬場 完之 ） 

 〇学校運営協議会を視察し、部会で協議会の様子について交流した。令和 6年度、新たに

コミュニティ・スクールになった学校が 11 校あり、委員が視察した以外の学校は、生

涯学習課員が各協議会を訪問し検討した視点に基づいて協議を深めた。これらの内容を

もとに、『CS「熟議」10の心得』を作成し（pp.8-9 参照）、各学校運営協議会へ配付し

た。 

〇令和 5年度に改訂した「彦根市家庭教育啓発リーフレット」を PTA 会員や学校運営協議

会委員等に配付することで、家庭教育の重要性について啓発した。また、市民から寄せ

られた意見をもとに、「みんなの子育て掲示板」の No.2、 No.3 を市ホームページに掲載

した（pp.10-13 参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【Ｂ部会 企業・各種団体と家庭・学校の連携を考える】 

部会長（ 馬場 和子 ） 

〇コミュニティ・スクールと地域学校協働活動を一体的に推進するためには、企業や各種

団体への周知が重要となる。そこで、企業や各種団体が学校運営協議会や地域学校協働

活動に効果的に参画するための方策を協議し、令和 5年度作成のコミュニティ・スクー

ル啓発チラシの配布等を行った。また、学校にも参画してもらえる企業や各種団体を周

知することが必要なことから、『「地域とともにある学校づくり」に向けて…ひこふぁみ

登録企業を紹介します！』を新たに作成し（p.17 参照）、学校・ひこふぁみ登録企業・

公民館等に配布した。 

〇企業の定義を明確にするとともに、登録企業の特色ある取組をホームページで周知でき

るよう、彦根市家庭教育協力企業協定制度実施要綱の改正を提案した（改正令和 7 年 8

月 21日教委告示第 15号）。 

〇家庭教育の重要性を啓発することに努め、彦根市家庭教育協力企業（ひこふぁみ）の登

録に向けて委員が各企業に働きかけた。新規に 6社と協定を締結した。 

「みんなの子育て掲示板」No.2 No.3 
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■ 家庭教育と地域・学校の連携を考える      彦根市社会教育委員の会議 Ａ部会報告  

■ 取組内容(基本施策の概要) 
 コミュニティ・スクールの円滑な運営の一役を担

うとともに、地域における家庭教育の重要性の周知

を図る。そのために、リーフレットや「みんなの子

育て掲示板」等を活用して、広報・周知を図ってい

く。 

 （部会長） 

馬場 完之 

 松宮 幸彦（R6） 
門野 明（R7）  

 合原 宏美（R6） 
吉田 美智代（R7） 

上ノ山 真佐子 
（副委員長）  

 
北川 祐子  山本 真治 

 
 
■具体的な取組内容（取組に当たっての工夫・留意点） 

令和 6 年度から市内全小中学校にコミュニティ・スクールが導入された。各学校が円滑な運営を図れるよう、

また、その一役を担えるよう必要な事柄について協議した。全小中学校でスタートした学校運営協議会について

は、今後運営に当たって、様々な問題や課題が出現されることが予想されるため、まずは現状分析が必要となる。

そのため、令和6年度は実際の学校運営協議会の視察を行った。 

また、家庭教育の重要性の周知については、まだまだ「保護者の仕事であると」との声があるため、保護者だ

けでなく地域における家庭教育の重要性を広めていく必要がある。そのためには効果的な周知方法をもって、広

く呼び掛ける必要があるため、「家庭教育リーフレット」の配布やホームページ上の「みんなの子育て掲示板」

等を活用して、広報・周知を図っていくこととした。 

これらのことを元に、令和7年度は、学校運営協議会の運営を円滑に行うための『ＣＳ「熟議」１０の心得』

を作成し、令和 8 年度から活用してもらえるようにした。この作成に当たっては、活用時に負担感のないよう、

それでいて効果のあるものになるよう、何度も話し合いやメールのやり取りをした。効果的な『ＣＳ「熟議」１

０の心得」を作るため、部会を開催し協議も行った。 

部会の取組を行うにあたっては、生涯学習課との連携を大切にし、市の方針に沿って取組を進めた。また、学

校からだけの視点ではなく家庭や地域からの見方や考え方を大切にしながら協議を進めた。 

 

■部会の経過 

●令和6年度 

  〇4月17日（水） 

健康推進課に「家庭教育リーフレット」を2歳6か月検診で保護者に配布してもらうよう依頼した。 

  〇5月21日（火）全体会・部会（市役所） 

   市内全小中学校がコミュニティ・スクールになったことから、今後の取組や方向性について協議を行った。 

  〇7月17日（水） 

   城東小学校の学校運営協議会の視察を行った。（p.20参照） 

  〇7月23日（火） 

   A部会の今後の取組や方向性について、具体的な協議を行った。（A部会全員） 

  〇8月6日（火） 

   西中学校の生徒会との意見交流会の視察を行った。（p.20参照） 

  〇9月10日（火） 

   南中学校学校運営協議会の視察を行った。（p.21参照） 

  〇10月17日（木）・11月2日（土） 

   彦根市PTA連絡協議会に「家庭教育リーフレット」をPTA会員に配布してもらうよう依頼した。 

  〇1月21日（火） 

   各学校運営協議会長に「家庭教育リーフレット」を運営協議会委員に配布してもらうよう依頼した。 

 

●令和7年度 

〇4月15日（火） 

健康推進課に「家庭教育リーフレット」を2歳6か月検診で保護者に配布してもらうよう依頼した。 

  〇6月3日（火）第１回全体会・部会（市役所） 

   コミュニティ・スクールと地域学校協働活動の一体的推進について理解を深め、今後の取組や方向性につ

いて協議を行った。 
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  〇6月17日（火）～7月18日（金） 

   チェックリストの作成に向け、担当分野を決め、それぞれでリスト案を作成した。 

  〇8月19日（火）A部会（市役所） 

   作成したリスト案について全員で協議を行い、チェックリスト（第１次案）にまとめた。 

  〇8月20日（水）～10月15日（水） 

   チェックリスト（第１次案）について、担当分野ごとに見直しを行い、チェックリスト（第2次案）を作

成した。第2次案は名称を「（案）ＣＳ１０の心得」とし、第2回全体会で報告することとした。 

  〇10月10日（金）～10月24日（金） 

生涯学習課の市役所ロビーでの展示（コミュニティ・スクールと地域学校協働活動の一体的推進）に併せ、

「家庭教育リーフレット」を配置した。 

〇11月21日（金）第2回全体会・部会（市役所） 

   全体会で取組報告。部会では、「（案）ＣＳ１０の心得」の作成に向けた今後のスケジュール、配布方法等

について検討した。「家庭教育リーフレット」について、各部会員の配布を促した。 

  〇11月25日（火）～12月19日（金） 

   「（案）ＣＳ１０の心得」について担当分野ごとに見直すとともに、使い方や各項目の設定理由等をまと

めた解説書を作成した。 

  〇1月31日（土） 

彦根市ＰＴＡ連絡協議会に「家庭教育リーフレット」を第54回彦根市ＰＴＡ大会にて配布してもらうよう

依頼した。 

  〇2月20日（金）第3回全体会 

   全体会で『ＣＳ「熟議」１０の心得』および解説書の配布方法等について報告。生涯学習課と連携した配

布や広報について確認した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

■成果と課題 

・実際の学校運営協議会や意見交流会を視察することで、現状分析を行った。視察等から浮き彫りになった問

題点や課題について検討することができた。 
 ・令和8年度から学校運営協議会で活用してもらえる『ＣＳ「熟議」１０の心得』および解説書が完成した。 

・令和5年度末に改訂したリーフレットを活用して、家庭教育の重要性を啓発することができた。 

・市内全小中学校でコミュニティ・スクールがスタートしたことにより、円滑な運営の一役を担っていく必要

がある。（まだまだ教職員や地域の方々のコミュニティ・スクールについての理解不足が感じられる、委員

に当事者意識がない等の意見があった。） 

・学校だけでなく、保護者や地域の皆さんにもコミュニティ・スクールが浸透していくように、家庭や地域に

コミュニティ・スクールの取組を発信していくことが必要である。保護者や地域の皆さんが集まる様々な機

会をとらえて、広報活動を行っていくことが必要である。 

・校長会や教頭会、地域学校協働活動推進員の研修の場で、それぞれのコミュニティ・スクールの取組等の情

報交換や情報提供を行い、充実した活動に結びつける。 
・作成した『ＣＳ「熟議」１０の心得』が有効に活用されているかを、検証していく必要がある。 
・コミュニティ・スクールを議論する中で、家庭や地域とのつながりが見えてきた。今後は、家庭教育の広報

や周知にはコミュニティ・スクールを活用していけないかを検討することが必要という意見があった。 
・「みんなの子育て掲示板」の利活用を広める方法を探る。 

CS「熟議」10の心得 

解 説 書 
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適
正
に
進
ん
で
い
る
。

Ｃ
：
遅
れ
て
い
る
。

Ｄ
：
実
施
見
直
し
、
変
更
必
要
あ
り
。

・
『
C
S
「
熟
議
」
1
0
の
心
得
』
（
案
）

の
作
成

・
第
2
回
社
会
教
育
委
員
の
会
議
、
Ａ

部
会
の
開
催
（
1
1
/
2
1
）

・
『
C
S
「
熟
議
」
1
0
の
心
得
』
（
案
）

の
報
告

・
『
C
S
「
熟
議
」
1
0
の
心
得
』
最
終
案

の
作
成
お
よ
び
校
正
、
印
刷

・
周
知
内
容
、
方
法
の
検
討

・
市
民
ロ
ビ
ー
展
示
に
お
け
る
、
家
庭

教
育
の
啓
発
（
1
0
月
）

・
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
の
配
布
（
4

月
）

・
周
知
内
容
、
方
法
の
検
討

・
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
の
設
置
（
1
0
月
）

・
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
の
配
布
、
設
置
（
1
1

月
・
1
月
）

・
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
の
広
報
、
周
知

評
価

指
標

・
評

価
基

準
例

・
各

学
校

運
営

協
議

会
の

課
題

や
成

果
を

把
握

し
、

検
討

・
発

信
等

が
で

き
て

い
る

か
。

・
家

庭
教

育
の

大
切

さ
を

周
知

・
発

信
す

る
こ

と
が

で
き

て
い

る
か

。

・
リ

ー
フ

レ
ッ

ト
や

子
育

て
掲

示
板

は
有

効
に

活
用

で
き

て
い

る
か

。

■
 社

会
教

育
委

員
の

会
議

「
R

7
」
・
重

点
項

目
・
目

標
シ

ー
ト

・
ロ

ー
ド

マ
ッ

プ
・
評

価
シ

ー
ト

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 

A
：
家
庭
教
育
と
地
域
・
学

校
の
連
携
を
考
え
る

・
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
の
作
成
に

向
け
た
手
順
の
確
認

・
担
当
者
案
デ
ー
タ
の
作
成

・
Ａ
部
会
の
開
催
（
8
/
1
9
）

・
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
第
1
次
案

の
作
成
お
よ
び
校
正

7 



1 2 3 4

1 当事者意識
・自分事として意見を持ち、ポジティブな言葉で相手の発言を
　認め、前向きな議論につなげましょう。

2 中立性
・議論が特定の人の意見に左右されないよう、みんなで公平な
　議論になるように努めましょう。

3
話しやすい

雰囲気 ・何でも言える、話しやすい場作りを心がけましょう。

4
子ども像の

共有
・育てたい子ども像をしっかり共有し、意識して熟議を進めま
　しょう。

5 地域の意見
・学校や地域の状況等をよく知り、熟議に反映するように努め
　ましょう。

6
子どもの

意見
・子ども（児童・生徒）の意見が反映できる機会や仕組を考え
   ましょう。

7 明確化
・学校・保護者・地域のできることや役割分担等を明確にしま
   しょう。

8 振り返り
・自身の発言や意思決定、具体化した取組等について、振り返
   りましょう。

9
所属団体
への周知

・所属団体や関係機関へ協議会の様子や育てたい子ども像を伝
　え、教育活動への協力を促しましょう。

10 活動へ参加 ・具体化した取組等への参加を心掛けましょう。

できているか？
(◎○△)

ＣＳ「熟議」10の心得

内　　容№

memo

彦根市社会教育委員の会議 令和8年3月作成

コミュニティ・スクール（ＣＳ）は、地域と学校が力を合わせて子どもたちの未来を支え、「地

域とともにある学校づくり」を進める大切な場です。このことは、地域の課題解決や市民の生きが

いづくり、地域の活性化等「魅力ある彦根市づくり」にもつながります。

ＣＳの「熟議」は、委員の皆さんが、自分事として意見を持つことから始まります！
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でき
てい
る

ＣＳ「熟議」10の心得 の使い方

彦根市社会教育委員の会議 令和8年3月作成

１ 当事者意識
学校や子どもたちのこ

とを自分事として考え、

自分なりの意見を持てて

いますか？

２ 中立性

特定の立場に偏らず、

多様な意見が出やすい関

わり方ができています

か？

３ 話しやすい雰囲気
自分の言葉や態度が、

周囲にとって話しやすい

雰囲気につながっていま

すか？

５ 地域の意見

学校や地域の実情を踏

まえた視点で、協議に関

われていますか？

６ 子どもの意見

子どもたちの思いや声

を、どのように生かせる

か考える視点を持ててい

ますか？
７ 明確化
学校・家庭・地域

それぞれの役割、で

きることを整理する

視点を持てています

か？

８ 振り返り

これまでの決定や

取組について、良

かった点や課題を振

り返る意識を持てて

いますか？

９ 所属団体への周知

協議会で話し合っ

た内容等を所属団体

や身近な人に伝えて

いますか？

10 活動へ参加
具体化した取組に

対し、自分なりに関

われることを考えて

いますか？

☆各項目の振り返りポイント

４ 子ども像の共有

熟議で「育てたい子ども

像」を意識しながら、意見

を聞いたり、発言したりし

ていますか？
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・どんなに忙しくても、眠くても、　

　「おはよう！」の一言は必ず言うよ　

　うにしています。それだけで、気分　

　やその場の空気が和らぐように思い　

　ます。

みんなの子育て掲示板

毎日あいさつ

・朝は必ず私が体調を聞くことにして　　

　います。このことで、子どもの体調　

　不良にいち早く気付くことができま　　

　す。

・「おはよう」と言うときに、ニコッ

   として、明るく挨拶ができるように 

   心がけています。

・なるべく声をかけることで、表情を

   読み取るようにしています。

・朝は必ず「おはよう」「いってらっ

   しゃい」を言います。どんなに機嫌 

   が悪くても、たとえ一方的になって 

   も…。

・起きたら「おはよう」と声をかけま

   す。その姿を見て、子どもも「おは 

   よう」とあいさつをする習慣がつき

   ました。

・子どもが起きてきたら、返事を期待

   せずに「おはよう」とあいさつをし

   ます。大きくなった今は、自然にあ

   いさつができるようになりました。

伝えよう　感謝の気持ち

・親としても、「ありがとう」とお礼

　はしっかりと言うようにしています。

・当たり前のことでも「ありがとう」

　を進んで伝えています。自分も言っ　

　てもらうと嬉しいからです！

・褒めることで、子どもの「やりた

　い」という気持ちが芽生えるので、

　意識しています。

・なぜ、「ありがとう」と言ったのか

　を伝えるようにしています。(例：

　○○君が今お手伝いをしてくれたか

　らお部屋が早くきれいになって助か　

　ったよ。ありがとう。)

・お手伝いカードを作り、「ありがと

　う」を伝えています。進んでお手伝

　いをしてくれるようになりました。

・祖母と同居なので、私も義母に感謝

　の気持ちをもって生活していること　

　を伝えています。間接的に、感謝の

　気持ちを言葉にすることが大切とい

　うことを理解し、また優しい気持ち

　を持つようになると思っています。

 皆さんから寄せられた取り組みを紹介します！！

・まず自分から「ありがとう」と伝え

　ています。ありがとうと言われると

　嬉しいので、子どももしてもらった

　ら「ありがとう」と言っています。　

　「ごめん」と言われるより、「ありが

　とう」と言われる方が嬉しいから！

　と言っています。

No.2

・子どもと散歩し、親が近所の人と話

　をすることによって、子どもも積極

　的にいろいろな人と話すようになり

　ました。

・家族の中でも、必ず感謝の気持ちを

　伝えるようにしています。些細なこ

　とでも「ありがとう！」と感謝する

　と、また何かやってみようという気

　持ちが生まれ、持続して行動してく

　れます。
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彦根市
社会教育委員の会議

〒522-8501　彦根市元町４番２号

℡：0749-24-7974　　mail：syogai@mx.hikone.ed.jp

お問い合わせ

みんなで読書

・我が家では、タブレットを通してし

　かできていないので、もっと読書を

　取り入れたいと思っています。

・あまり読書の時間を設けられてい

　ないのが実際なので、取り組みたい

　なと思っています。

・読み聞かせは祖父母が担当してくれ

　ていました。特に時間にはこだわら

　ず、読んでほしいときに読むように

　していました。親としてはなかなか

　読み聞かせをしてあげていなかった

　のが反省点です。

・どうしても宿題の音読が乗り気にな

　らないときは、親子で句読点ごとに

　順番に読んでいます。あとは、寝る

　前に絵本を選んで一緒に声を出して

　読んだりしています。

・すぐ手の届くところに本を置くよう

　にしています。

・一緒に図書館に行き、空き時間に本

　を読むようにしています。知らず知

　らずのように本を読むようになって

　います。

家族の仕事

・よく話し合って親も子も納得できるよ

　うに心がけている。親の言いなりにな

　らないようにしている。

・「おはようございます！」「ありがと

　うございます！」は家族の中だけで

　なく、近所の方や友達にも必ず伝え

　るというルールがあります。

我が家のルール

・今日の保育園はどうだったかを毎日

　聞いて、コミュニケーションを図っ

　ています。

・何か欲しいものや食べたいものがあ

　るときは、「学校の宿題以外にドリ

　ルをすればOK」、日曜日にお出かけ

　したいときは「宿題は土曜日にすべ

　て終わらせる」などのルールを決め

　ています。

・家族で一緒に「楽しい！」を見つけ

　てています。

・年齢に応じた仕事を分担していまし

　た。兄弟にそれぞれ分担することで

　責任感も生まれ、自分ができないと

　きは兄弟で協力することもあります。

・まずは、「自分のことは自分で」（着

　替え、食べ終わった食器をシンクに

　運ぶなど）するところから実践中で

　す。

・まだお手伝いの段階で、役割分担ま

　で実践できていません。

・お金を稼ぐためには、お手伝いをし

　ないといけないということを仕事を

　通して経験させています。

・「家の仕事はお母さんの仕事ではな

　い。みんなで分担！」が基本です。

　雨が降ったら洗濯物を取り入れなく

　てはいけないなど、気を付けるよう

　になりました。

・なかなか役割分担ができていませ　

　ん。将来一人暮らしの経験をぜひさ

　せたいと思っています。
・お願いすると意外にやってくれるの

　で、伝えています。
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みんなの子育て掲示板

毎日あいさつ

・自分から進んであいさつをすること　　

　を心がけています。

・顔を見たら声をかけるようにしてい　

　ます。少しでも会話をすることで、　

　その日の体調に気付くことができる

　と思うからです。

・起きてきたらまずあいさつするよう

　にしています。返ってきた返事で、

　なんとなく子どもの様子が分かりま

　す。

・毎朝必ず「おはよう」と声をかけま

　す。返事の様子で、子どもの心身状

　態が分かります。

・親が家でも外でもあいさつを先にす

　る姿を見せています。また、道を譲

　ってくれた時や何かをしていただい

　た時に必ずお礼や会釈（反応をする

　こと）を、親が見せるようにしてい

　ます。

伝えよう　感謝の気持ち

・「ありがとう」だけじゃなく、「やっ

　てくれたから助かった」と伝えてい

　ます。

・特別な工夫はしていませんが、お

　互いに感謝の気持ちは伝えるように

　しています。

・できるだけ「ありがとう」を家庭の

　中で言うようにしています。子ども　

　たちも「ありがとう」を言うことが

　増えて、温かい雰囲気になります。

 皆さんから寄せられた取り組みを紹介します！！

・「ありがとう」と言われて悪い気が

　する人はいないと思うので、意識的

　に「ありがとう」や「助かったわ」

　というワードを出しています。ま

　た、相手に何かしてもらった際に、

　必ずお礼をするように伝えていて、

　相手の善意に気付くような教育を心

　がけています。

No.3

・私から、「おはよう」や「おやすみ」

　「いってらっしゃい」など声をかけ

　るようにしています。そうすること

　で、自然と子どももあいさつをする

　ようになります。

・具体的に「～ありがとう」と伝える

　ようにしています。感謝の気持ちを

　伝えると自分が嬉しくなる気持ちに

　気付いてほしいし、その気持ちにな

　ってもらいたいと思うからです。

・頼んだことをしてくれたら、「あり

　がとう！完璧にできているね。」な

　どと伝えています。すると、できて

　いなかった時は、完璧になるように

　考えてくれます。
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彦根市
社会教育委員の会議

〒522-8501　彦根市元町４番２号

℡：0749-24-7974　　mail：syogai@mx.hikone.ed.jp

お問い合わせ

みんなで読書

・読書は好きな方で、毎週図書館に通

　っていたのですが、最近読書が少な

　くなってきました。また勧めていき

　たいと思いました。

・子どもが低学年くらいまでは、寝る

　前に読み聞かせをしていました。大

　きくなってきたら、一緒に図書館で

　本を借りたり、リビングに興味をひ

　きそうな本を置いたりして読書に親

　しめる環境づくりを心がけました。

・子どもが小さいときは、読み聞かせ

　もしていましたが、中学生になって

　からは勉強優先になって読書の時間

　がなかなかとれないのが現状です。

・漫画、小説、ビジネス雑誌など多く

　のカテゴリーの本を置いて、親が本

　を読んでいる姿を見せています。子

　ども3人ともそれなりに本を読む習

　慣が身に付いています。

家族の仕事

・お金を有効に使って、良いサービス

　や良いものを購入することで知らな

　い世界と関わるようにしています。

　多様なものを見ることで、世界が広

　がるからです。人でも物でも事でも

　よいので、知らない世界を知っても

　らうことで自分自身がより見える状

　態を作っています。

我が家のルール

・スマホは、高校入学まで持たせず、

　父がスマホ上で時間制限をかけてい

　ました。SNSや未成年にとってよく

　ないものはアプリ制限をかけていま

　した。

・母親がみんながしてくれると助かる

　ことなどを会話の中で話していま

　す。「お母さん、〇〇しといたよ。

　ちょっとは休める？」などと気遣っ

　てくれます。

・最近は、家の手伝いをしてくれてい

　ないように感じます。何か手伝える

　ように勧めてみたいと思います。

・「何かお手伝いをさせなければ」と

　思いながら、何もさせていません。

・子どもたちに家事の担当を決めてい

　ました。（風呂掃除や食器の片づ　

　けなど）それに対する対価として、　

　お小遣いをあげていました。 ・何かをしなさいとは言わずに、でき

　れば父親が家事をしている姿を見せ

　るようにしています。女だから家事

　をしなさいとか、男だから家事をし

　なくてよいという昭和のスタイルを　

　見直すようにしています。

・親が忙しかったり体調不良だったり

　するときは、子どもから「手伝う」

　と声をかけてくれることもあるの

　で、分担はしていません。

・役割分担ではなく、最後にお風呂に

　入った時はお湯を抜くなど状況に応

　じて仕事をするようにしています。

　このことで、自分から考えて行動す

　ることにつながっています。

・たとえ芸能人でも、目上の人である

　ため、必ず「〇〇さん」呼びをする

　ように言ってきました。

・特にルールがないので、作ってみて

　もいいかなと思いました。
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 ■ 企業・各種団体と家庭・学校の連携を考える   彦根市社会教育委員の会議  B部会報告  

■ 取組内容(基本施策の概要) 

企業・各種団体と家庭・学校の連携を考える 

（ネットワークづくりの具体的方策について） 

１．コミュニティ・スクールを活かした三方よし・彦根ネットワークづくり 

２．ひこふぁみ登録企業・事業所の活動強化・拡大 

３．ひこふぁみ取組状況の広報・啓発 

 （部会長） 

馬場 和子 
北村 則子 

 
 

木村 輝男 
澤井 雄一（R6.4月～） 
山田 雅崇（R7.1月～）  

 森 將豪 

（委員長） 
― 

 
 
■具体的な取組内容（取組にあたっての工夫・留意点） 

令和6年度から市内すべての小・中学校がコミュニティ・スクール(ＣＳ)になり、「地域とともにある学校づ

くり」に向けて地域で子どもを育てる体制が整った。地域で子どもを育てるためには、学校・地域・家庭だけ

でなく、企業の力が必要であることを再確認した。令和6・7年度のテーマである「彦根の子どもを地域で守り

育てるために～コミュニティ・スクールと地域学校協働活動の一体的推進に向けて～」の実現に向け、企業・

各種団体と家庭・学校の連携の方策を協議してきた。 

 

●令和6年度 

1．コミュニティ・スクールを活かした三方よし・彦根ネットワークづくり 

・上記の取組内容を念頭に、ＣＳの現状を調査するため城東小学校、西中学校、南中学校の学校運営協議

会を訪問した。これら3校以外の学校に対しては、生涯学習課員が別途訪問し調査した。 

・これらの訪問調査をもとにして先ずは委員間で、次いで生涯学習課員の訪問記録をもとにして意見交換

と協議を行い、彦根市のＣＳの現状について情報共有をはかるとともに共通認識を新たにした。 

・「地域全体で子どもを育てるために」と題して協議を行った。その結果、『（学校はもとより）地域の人が

当事者となり“地域の子を育てる”』という強い当事者意識を持つ事が不可欠であることが分った。ＣＳ

の取組に対する当事者意識を地域(企業)や家庭に持っていただくことにより、“学校－地域(企業)－家

庭”のネットワーク化が実現できるのではないかと思われる。 

・それゆえに『社会教育委員の会議には、（すべての人が当事者意識を持ち“地域の子を育てる”という）

ＣＳの取組を地域・家庭へ発信する行動』が求められるというまとめとなった。 

 

2．ひこふぁみ登録企業・事業所の活動強化・拡大 

・中学生チャレンジウィークに協力した事業所一覧をもとに、B部会の各委員がひこふぁみ登録（加入）の

依頼に赴いた。新たに4社のひこふぁみ登録締結につながった。 

 

3．ひこふぁみ取組状況の広報・啓発 

・生涯学習課のホームページの内容を更新し、広報・啓発に努めた。 

 

●令和7年度 

1．コミュニティ・スクールを活かした三方よし・彦根ネットワークづくり 

・前年度の協議から、各委員が、所属や団体・個人で関わっている活動の中で、「育てたい子どもの姿を共

有して取組や事業を展開すること」や「地域で子どもを育てることを意識した取組や、情報発信」を念

頭に置いて実践し、報告した。 

・令和5年度 A部会作成チラシ「地域とともにある学校 コミュニティ・スクール」をひこふぁみ登録企

業へ送付し、コミュニティ・スクールの周知・啓発を行い、協力を促した。 

・ひこふぁみ登録企業を、学校や市民に周知するためのチラシ『「地域とともにある学校づくり」に向けて･･･

ひこふぁみ登録企業を紹介します！』を作成し、登録企業、市内小・中学校、公民館に送付した。 

 

2．ひこふぁみ登録企業・事業所の活動強化・拡大 

・令和6年度に引き続き、各委員がひこふぁみ登録（加入）の依頼に赴いた。新たに2社のひこふぁみ登

録締結につながった。 

・商工会議所女性会（役員会）においてひこふぁみ登録（加入）の依頼を行い、新規登録につながった。 
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3．ひこふぁみ取組状況の広報・啓発 

・実施要綱について、第1条の2においてひこふぁみにおける「企業」の定義を定めることで、登録できる企業

や団体を明確にするよう提案し、改正された（R7.8.21）。併せて、第9条において報告書と計画書の代わりに、

「ひこふぁみの特色ある取組」様式の提出を可にするよう提案し、改正された（pp.26-28要綱参照）。このこと

により、「ひこふぁみの特色ある取組」の提出で、企業の取組を広くＨＰで知らせることができるようになった。 

・ひこふぁみのチラシに、市ホームページ「ひこふぁみの特色ある取組」へつながる二次元コードを掲載し、容

易にアクセスできるよう再編した。 

・馬場和子部会長と生涯学習課員が、ラジオ放送（FM ひこね）を通じて、ひこふぁみについて企業や市民に広く

発信した。 

 

■部会の経過 

 ●令和6年度 

  〇 5月21日（火）第1回全体会・部会 

  〇 6月25日（火）B部会 

  〇 7月17日（水）城東小学校 学校運営協議会視察 (北村委員・澤井委員・森委員長・山本委員) 

  〇 8月16日（火）西中学校 生徒会との意見交流会視察（木村委員・馬場和子部会長・森委員長・山本委員） 

  〇 9月10日（火）南中学校 学校運営協議会視察 （木村委員） 

  〇11月14日（木）第2回全体会・部会 

  〇12月18日（水） B部会 

  〇 3月14日（火）トラヤ商事 株式会社 訪問 

  〇 3月16日（木）株式会社 スポーツショップキムラ 訪問 

  〇 3月12日（水）株式会社 伊関商会 訪問 

  〇 3月26日（水）株式会社 トラストエージェント 訪問 

 

 ●令和7年度 

  〇 6月13日（火）第1回全体会・部会 

  ○ 8月21日（木）家庭教育協力企業協定制度実施要綱が改正される 

  〇 8月27日（水）B部会 

  ○10月10日（金）FMひこねラジオ放送 

  〇11月14日（火）株式会社 田中家石材 訪問 

  〇11月21日（金）第2回全体会・部会 

  〇12月24日（水）合同会社 teraitei 訪問 

  ○ 2月20日（金）第3回全体会 兼 公民館運営審議会 

 

■成果と課題 

 1．部会の委員の継続的な働きかけにより、2年間で6社とひこふぁみの協定を締結することができた。 

 2．実施要綱が改正されたことにより、年度末の「報告書」と次年度の「計画書」に代わるものとして、「ひこ

ふぁみ企業の特色ある取組」の提出も可となった。このことにより、各企業の特色ある取組を市ホームペ

ージで、より多くの方に知ってもらう仕組を作ることができた。 

 3．今後も、系統的に企業や事業者を訪問し、ひこふぁみ登録を働きかける。 

 4．ひこふぁみ登録企業に対してＣＳを周知し、地域学校協働活動を支える一員としての参画を促していく。 

 5．学校に対してひこふぁみを周知し、登録企業と連携を図った体験活動等が推進できるよう働きかけていく。 

 

■企業訪問（ひこふぁみ登録締結） 

 ●令和6年度 令和7年13月14日 トラヤ商事 株式会社 

令和7年13月16日 株式会社 スポーツショップキムラ 

令和7年13月12日 株式会社 伊関商会 

              令和7年13月26日 株式会社 トラストエージェント 

●令和7年度 令和7年11月14日 株式会社 田中家石材 

       令和7年12月24日 合同会社 teraitei 

チラシ「地域とともにある学校づくり」に向けて 
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彦
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株
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株
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賀
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エ
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員
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会
議
 
令
和
8年
3月
作
成

「
地
域
と
と
も
に
あ
る
学
校
づ
く
り
」
に
向
け
て
…
ひ
こ
ふ
ぁ
み
登
録
企
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を
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介
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ま
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中 央 中 ブ ロ ッ ク 市 外稲 枝 中 ブ ロ ッ ク彦 根 中 ブ ロ ッ ク

南 中 ブ ロ ッ ク東 中 ブ ロ ッ ク 西 中 ブ ロ ッ ク

フ
ジ

テ
ッ
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株

式
会

社
 ビ

ッ
グ

ウ
ィ

ン
グ
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■
彦
根
市
家
庭
教
育
協
力
企
業
協
定
制
度
（
ひ
こ
ふ
ぁ
み
）
と
は
？

家
庭
の
教
育
力
の
向
上
に
向
け
た
職
場
環
境
づ
く
り
に
、
経
営
者
・
従
業
員
を
あ
げ
て
自

主
的
に
取
り
組
ん
で
い
た
だ
け
る
企
業
と
彦
根
市
教
育
委
員
会
が
協
定
を
結
び
、
家
庭
教
育

を
通
じ
て
子
ど
も
た
ち
の
健
や
か
な
育
ち
の
た
め
の
取
組
を
推
進
す
る
制
度
で
す
。

■
締
結
企
業
は
、
次
の
よ
う
な
取
組
を
行
っ
て
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ま
す
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〇
家
庭
教
育
に
関
す
る
ポ
ス
タ
ー
の
掲
示
に
よ
る
啓
発

〇
小
学
生
・
中
学
生
・
高
校
生
の
職
場
体
験
へ
の
協
力

〇
学
校
へ
の
出
前
授
業
や
校
外
学
習
の
受
け
入
れ

〇
従
業
員
が
学
校
へ
行
き
や
す
い
環
境
づ
く
り
や
休
暇
制
度
な
ど

「
地
域
と
と
も
に
あ
る
学
校
づ
く
り
」
の
実
現
に
向
け
て
、

企
業
や
事
業
所
も
一
緒
に
取
り
組
み
ま
す
！

彦
根
市
全
体
で
、

企
業
も
家
庭
の
地
域

社
会
も
み
ん
な
家
族

（
フ
ァ
ミ
リ
ー
）
の

よ
う
に
子
育
て
し
よ

う
と
い
う
意
味
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あ

り
ま
す
。
企
業
は
、

家
庭
教
育
の
大
切
さ

を
伝
え
て
い
ま
す
！

ひ
こ
ふ
ぁ
み

ひ
こ
ふ
ぁ
み
に
つ
い
て
の
詳
細
は
、

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

市
内
外
の
４
２
社

(令
和
8年

3月
現
在
)の

企
業
・
事
業
所
が
協
定

を
締
結
し
て
い
ま
す
。

職
場
体
験
へ
の
協
力
な

ど
、
そ
れ
ぞ
れ
の
企
業

が
で
き
る
形
で
子
ど
も

た
ち
の
育
ち
を
支
え
て

い
ま
す
！
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ひこふぁみ 

株式会社 トラストエージェント 
協定 NO.41 

  

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

我が社での家庭力向上に向けた取り組み 

会社概要 

 

弊社は 2015 年創業。所在地である滋賀県彦根市

近郊をおもなお取引エリアとして営業している地域

密着型の不動産会社です。弊社には、様々な分野で活

躍してきたスタッフが在籍しています。地元出身者

や女性スタッフの他、彦根市での不動産業経験が豊

富な代表自らも現場を担当。幅広い知識と経験を駆

使してお客様をサポートいたします。 

また、202２年より、市内に女性専用フィットネ

スジムをオープン！不動産業の枠にハマらず、多角

的な事業展開を目指しています。 

家庭教育の大切さを従業員に啓発しよう！ 

知ってもらおう！ 

 

『ポスター掲示による従業員への啓発』 

 

「家庭教育啓発ポスター」を事務所内来客ス

ペースに掲示し、会社として本取り組みを推進

していることを従業員に知らせると共に、弊社

に来客いただいたお客様にも、弊社の取り組み

を知って話題に取り上げていただけるように

しています。 

  弊社は、3 ヶ月フレックスタイム制を導入し

ています。また、有給休暇を時間単位・半日単

位で取得する制度により、育児や介護との両

立、学校行事や地域行事への積極的参加を、し

やすい環境づくりに努めています。 

育児と仕事を分断しない、 

新しいライフスタイルを提案しています！ 

こども達が、職業・社会体験を通して社会の

仕組みを学ぶことができる体験学習は多く存

在しますが、実際に両親が働くリアルな姿を

こども達に見せて共有できる企業は少ないの

ではないでしょうか。 

  弊社では、従業員の子ども同伴での勤務を

自由としております。社会で活躍する親の姿

を見せることは、最高の生きた教育になると

考えております。親子のコミュニケーション

の中で「働くこと」は「身近な社会活動」であ

るとポジティブに捉えて成長してほしいと願

っています。 

  また、家計において、経済的・時間的なゆと

りにつながればと考えております。 

 

会社の写真等 

【所在地】〒522-0066  

彦根市栄町二丁目 6番 65 号 

【TEL】 0749-26-2103 

【URL】https://www.souzoku-trustagent2015.com 

        https://www.trustagent2015.com/ 
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ひこふぁみ 

      合同会社 teraitei     協定 NO.43 

  

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

我が社での家庭力向上に向けた取り組み 

所在地 滋賀県彦根市本町一丁目 11－７ 

 

TEL ０７４９－４７－６０８８ 

 

URL https://teraitei.com/ 

会社概要 

「親も子も安心してくつろげる、やさしい食の空間をつくりたい」とい

う想いから誕生したこのお店は、子育て世帯を中心に、幅広い世代が集

う憩いの場として親しまれています。 

店内には、靴を脱いでくつろげる座敷スペースやキッズスペース、幼

児トイレ、授乳室などを完備し、小さな子ども連れでも安心して過ごせ

る環境が整っています。 

 また、teraitei のもう一つの魅力は、見た目にも楽しい「キャラクター

巻き寿司」。彦根のご当地キャラクター「ひこにゃん」をはじめ、季節や

イベントに合わせた巻き寿司を 100 種類以上展開しています。 

オープン以来、teraitei は「食を通じて人と人がつながる場づくり」を

テーマに、親子で楽しめる巻き寿司教室や、地域交流イベントなどを定

期的に開催してきました。 

 単なる飲食店にとどまらず、地域の子育て支援・コミュニティづくり

の拠点として、彦根のまちに温かい輪を広げ続けています。 

取組② 

家族（大人）の働く姿を子どもたちに見せて、

仕事について語り合います                                    

弊社の事業の一環で、お仕事体験を実施し

ています。その中で普段、大人たちがどんな仕

事をしているか子どもたちに体験して頂き、

その後、アンケート等を実施して参考にして

います。 

取組③ 

子どもたちの体験活動を支援しよう！ 

中学生のチャレンジウィークの受け入れ

や、小学校の町探検の見学受け入れ等を行っ

ています。 

また、ラケーションを利用した日本の文化

と、彦根のひこにゃんの誕生や、彦根城のお

話をお伝えしながら巻き寿司体験も実施し

ています。 

会社の写真等 

取組① 

家庭教育の大切さを従業員に伝えます                                                         

従業員には家族を第一に考えていただくた

めに、無理な残業をおさえ、家族時間を大切に

していただきます。弊社は子育て中の従業員

が多いことから、学校行事を優先して従事さ

せています。 
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資 料 

令和 6年度 学校運営協議会視察記録 

 

 7/17 城東小学校 学校運営協議会 

【参加者】 合原委員・北村委員・馬場完之委員・澤井委員・山本委員・森委員長 

 

 

 

 

8/6 西中学校 生徒との意見交流会 

【参加者】 馬場和子委員・馬場完之委員・木村委員・山本委員・森委員長 

 

・全員がそれぞれの立場から子どものために意見を出されていた。 

・学校と地域が協力してできることについて話し合われ、一体となってよりよい学校づくりに向け

て取り組まれていた。 

・同じ目標に向けて、学校と地域が連絡を密にとっておられた。 

・地域への愛着を育てるためにも、地域について学んでほしいという地域の方の思いが伝わった。 

・子どもの現状をしっかりつかんで「どういう力を付けたいのか」を大切に議論されていた。 

・子どもたちの SNS の使用から、子ども同士のつながりを心配する声があがった。「子どもは、大人

の姿から学ぶ」ということから、自分たちの言動や行動についても話し合われていた。地域の大人

として見本になるような姿を示したいと話されている委員がおられた。 

・地域の人の熱意が感じられた。 

・「生徒会がやりたいこと」について、「大人が力になれること」を探る良い機会だった。「地域の歴

史を知りたい、防災マップを作りたい」など、中学生はいろいろな意見を持っていることが分かっ

た。 

・前年度からラジオ体操の会も実現しており、地域の大人と生徒との信頼関係ができてきているの

が感じられた。 

・西中学校ブロックのつながりがとても良い。小学校と中学校との学びのつながりの大切さも感じ

られた。 

・地域の人の前でも、生徒はしっかりと自分の意見を伝えていた。地域への愛着が感じられた。 

・西中学校の会を見て、明確な活動(＝見える化)や目標の重要性を感じた。 
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資 料 

 

9/10 南中学校 学校運営協議会 

【参加者】 北川委員・松宮委員・木村委員・上ノ山副委員長 

 

 

 

令和 6年度 第２回社会教育委員の会議 まとめ 

●協議「地域全体で子どもを育てるために」 

・学校の課題は子どもの課題とつながる。もっと保護者の意識を高めていくことが大事ではないか。保護

者の悩みごとを相談する場があれば、委員が課題解決につなげられるのではないか。 

・学校へ意見を求める場ではない（一緒にやっていきましょうという場）というコミュニティ・スクール

の基本をもっと委員に周知していく必要がある。 

・学校から地域へもっと具体的な要望があった方が地域の人はもっと動けるのではないか。「子どもたち

のために何かしたい」と思っておられる地域の方はたくさんおられる。 

・子どもの意見を聞いて、学校がもっと発信してもよいのではないか。子どもが言えば、地域の大人はき

っと動く。（学校だよりに「～の点でもっと助けてほしい。」という発信があってもよいのではないか。） 

・地域と学校がもっと連携して実際の協議につなげていくことが必要だと感じられる。学校も地域も子

どもを育ていたいという思いは同じ。風通しのよさや具体的な話し合いを積み上げていく。 

・CS の委員だけがやる気をもっていても仕方ない。 

・「私にできること」の広がりを目指していきたい。そのためには、学校の SOSが必要。 

・子どもの活躍する場が減っている。このことは、将来地域を守る子どもが減ることにつながるのではな

いかと危惧している。学校・地域を愛する子どもを育てていきたい。 

 

〇地域全体で子どもを育てていくということについて、親も教員も含め、市民全体が当事者意識をもっ

て行動していくことが必要となる（pp.24-25参照）。そのために社会教育委員としてどのように働きか

けていくのか、どのようなことができるのかをそれぞれの部会で協議していく。 

 

・学校側が「こういうことをしたい」という思いをもっておられて、うまく地域を巻き込んでおられ

るように感じた。地域が当事者意識をももてるしかけにつながっていると感じた。 

・具体的な活動案が出てくれば、地域と一緒に活動が進んでいくと感じた。 

・中学生は、地域の行事に参加しにくいように思うが、実際のところはどうだろうか。親が参加しな

いと参加しないように思う。 

・研修会なども中学生にも呼び掛けているのがよいと思う。中学生への働きかけは大事だろう。 
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資 料 

令和７年度 第２回社会教育委員の会議 まとめ  

●協議「地域全体で子どもを育てるために」 

 
 
 
 
 

 

 

・子どもに近い所で活動するように心がけた。平田小学校の全校ふれあい遠足では、ボランティアとして
彦根城へ行った。道中付き添う中で、縦割りのよさ、上の学年の子が下の子の面倒を見る姿が見られて
良かった。鳥居本小学校のウォークラリーにも参加した。鳥居本小学校は、6 年生児童がみんなに知っ
てほしい地域の場所へ行った。地域の方がその場所で子どもたちに地域の歴史やよさを教えていた。こ
の取組は地域性があり、地域を愛する心の育成につながると感じた。 

・今年は可能な限り公民館の文化祭を見に行った。公民館によって特徴ある取組があり、いろんな団体が
地域や公民館と関わっていることが分かった。今までは（地元の）中地区公民館だけしか行っていなか
ったが地域で取組が違うことが分かり、「地域で子どもを育てる」ことを実感した。 

・学校 現場では、CSに対し て教員の理解 不足を実 感する。担任に どう広 めていくかが 課題で
あ る 。 紙 や 新 聞 で は な か な か 広 が ら な い た め 、 実 際 に 会 議 の 場 等 で 職 員 に 話 を し て い る 。
CS委員から「地 域や学校を 支えたいが何 をやった らいいかわか らない」と 言われること が
ある 。 

・コロナ禍で 音楽祭がなか なかできなか った。来年は みんなを巻き込ん で実施したい と考え
て いる。 子ども や大学生 や幅広 い年代 を組み合 わせて 、発表 会や体験 会など の場を 多くの
人に 提供していき たい。 

・スポーツ少 年団は、小学 生の団員が減 ってきて いる。色んな種目があ り、一同に集まるつ
ど い が あ る 。 司 会 進 行 を 子 ど も に 任 せ た り 、 活 躍 し た 子 ど も を 表 彰 し た り す る な ど し て 、
子ど もの主体性を 育みたい と考えている 。入団数 が減っている のは残念 だがこれまで 取り
組ん でいることで 成果のあ ることは継続 していき たい。 

・子 どもたちを ターゲット に活動をして いる。写生大会（彦根城）や魅力 発信の取組を した。
キッ ズ商店街で、10円でで きるゲーム、手 作り景 品、体験ブース 、着ぐ るみ体験など 彦根
の魅 力を伝える活 動を行っ た。体験活動を仕組む ことで、「彦根が好き」と いう子どもの
育成 に努めている 。 

・子どもの登校時、毎日交差点で挨拶をしている。車も止まってくれる。しかし、小中学生から挨拶が返
ってこない。高校生は返ってくることが多い。あいさつできる子どもの育成に努めたいと思っている。
学校にも伝えて、同じ方向で取り組んでいきたい。 

各所属や団体、個人での活動の中で 

・「育てたい子どもの姿を共有する」 

・「地域みんなで子どもを育てる」 

・地域に向けて情報発信したこと 

22 



資 料 

・西中学校の「ふれあい絆 食堂」では、生徒会長 公約実現事業 で10万円 の予算もつい たこと
で、生徒会がやる 気をもっ ている。「お にぎりだ けでなく、も っと交流 をしたい」と 地域
の 方 々 の 話 を 聞 く 機 会 を 増 や し た い と 言 う 生 徒 も い る 。 子 ど も た ち に 浸 透 し て い る の で 、
生徒 の生の声や発 想をこれ からも大事に していき たい。 

・園 の職員は、CSについて 全く知らない と思う。学校との連 携は図れて いるが、CSとのつな
がり が難しい。他 市町では 、地域の学校 と一緒に CSをされ ているところ も聞く。 

・ 城 南 小 学 校 で 、 人 権 学 習 の 一 環 と し て メ ン タ ル ヘ ル ス に つ い て 4年 生 に 発 信 し て い る 。 ま
た、複数の小・中学校で、茶道体験を進 めている 。子どもは、体験する と関心も高ま るこ
とを 実感している。担当者 だけでなく、みんなが 情報共有でき る仕組が できるとよい と思
う。 
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資 料 

●「当事者意識を高めるために」 事務局（生涯学習課）の取組 

★「コミュニティ・スクールだより」の作成・配布 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

★市役所 1 階 「コミュニティ・スクールと地域学校協働活動の一体的推進」 

市民ロビー展示  展示期間【令和 7 年１０月 10 日～１０月２４日】 

 

 
 

 

 

 

 

 

・全学校運営協議会への訪問 

・各学校ごとの記録 

⇒HP への掲載・公民館での掲示 

・重点中学校ブロック当該校への訪問 

・月１回程度の作成 

⇒全教職員を対象に各校へ送付 

⇒HP への掲載・公民館での掲示 

令和 6 年度 

市ホームページ 

「コミュニティ・スクール」 

令和７年度 

 

チラシの設置 

（CS・家庭教育） 

「広報ひこね５月号」の掲示 

（ひこふぁみ） 
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資 料 

★公民館との連携による啓発 

 ポスター等の掲示 

公民館での講座参加者への説明 

「コミュニティ・スクールと地域

学校協働活動の一体的推進」

啓発ポスター 
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○彦根市家庭教育協力企業協定制度実施要綱 

(平成 27 年 10 月 1 日教委告示第 16 号) 

改正 令和 7 年 8 月 21 日教委告示第 15 号 
 

(趣旨) 

第 1 条 この要綱は、家庭の教育を始め子どもたちを育てる様々な営みを社会全体で支え合う

ため、企業(企業の事業所を含む。以下同じ。)と彦根市教育委員会(以下「教育委員会」とい

う。)とが協定を結び、企業における子どもたちの健やかな育ちのための取組を推進する制度

を実施するに当たり、必要な事項を定めるものとする。 

(定義) 

第 1 条の 2 この要綱において、「企業」とは、従業員を有し、事業活動を行う個人または法人

その他の団体(教育委員会が適当でないと認めるものを除く。)をいう。 

(取組の内容) 

第 2 条 この制度に基づき教育委員会と協定を締結する企業は、別表取組 1 の項に掲げる取組

および同表取組 2 の項から取組 5 の項までに掲げる取組のうち 1 以上の取組を行うものとす

る。 

(申込み) 

第 3 条 この制度の趣旨に賛同し、教育委員会と協定を締結しようとする企業は、彦根市家庭

教育協力企業協定申込書(別記様式第 1 号)により、教育委員会に申込みを行うものとする。 

(協定の締結) 

第 4 条 教育委員会は、前条の規定による申込みがあったときは、速やかにその内容を精査し、

適当と認めるときは、彦根市家庭教育協力企業協定書(別記様式第 2 号)により、当該申込み

を行った企業と協定を締結するものとする。 

(協定締結企業の取組) 

第 5 条 前条の規定により教育委員会と協定を締結した企業(以下「協定締結企業」という。)

は、同条の協定書を企業の事務所内に掲示し、従業員に周知するとともに、第 3 条の申込書

に記載した取組を主体的に進めるものとする。 

(教育委員会の支援) 

第 6 条 教育委員会は、協定締結企業の求めにより、または必要に応じて、次に掲げる協定締

結企業の取組の支援を行うものとする。 

(1) 子育てについて学ぶ機会の支援 

(2) 教育委員会のホームページ等における当該協定締結企業の取組の紹介 
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(市民への情報提供) 

第 7 条 前条第 2 号に規定するもののほか、教育委員会は、この制度に基づく協定締結企業の

取組について、市民に対して情報提供に努めるものとする。 

(協定の期間および更新) 

第 8 条 協定の期間は、協定の締結の日から起算して 2 年を経過する日の属する年度の末日ま

でとする。ただし、協定の期間の満了時に、協定締結企業から特段の申出がない場合は、2 年

間協定の期間を更新するものとし、以後も同様とする。 

(取組状況の報告および次年度計画の提出) 

第 9 条 協定締結企業は、彦根市家庭教育協力企業協定制度取組状況報告書(別記様式第 3 号)

および彦根市家庭教育協力企業協定制度取組計画書(別記様式第 4 号)により、当該年度の取

組状況および翌年度の計画を、毎年度、当該年度の末日までに教育委員会へ提出するものと

する。ただし、教育委員会がその必要がないと認めたときは、この限りでない。 

(協定の解約) 

第 10 条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該協定締結企業と締結した

協定を解約するものとする。 

(1) 協定締結企業から解約の申出があったとき。 

(2) 協定締結企業が当該協定に係る取組を履行していない、または取組が不十分であると認

めるとき。 

(3) その他協定締結企業の信用失墜行為があったと認めるとき。 

(協定書の返還) 

第 11 条 前条の規定により教育委員会が協定を解約した場合は、協定締結企業は、協定書を遅

滞なく返還しなければならない。 

(その他) 

第 12 条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。 

付 則 

この告示は、平成 27 年 10 月 1 日から施行する。 

付 則(令和 7 年 8 月 21 日教委告示第 15 号) 
 

この告示は、令和 7 年 8 月 21 日から施行する。 

別表(第 2 条関係) 
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区

分 

項目 取組の概要 

取

組

1 

家庭教育の大切さを従業員

に啓発する。 

職場で家庭教育について学ぶ機会を設けたり、家庭教育に関

するポスターを掲示したりするなど、家庭教育の啓発に努め

る。 

取

組

2 

家族(大人)の働く後ろ姿を

子どもたちに見せ、仕事に

ついて語り合う。 

子どもたちが、働くことの大切さや喜びを学べるように、従

業員の子どもたちに大人の働く姿を見せたり、地域の子ども

たちを職場体験として受け入れたりする。 

取

組

3 

子どもたちの体験活動を支

援する。 

学校への出前授業、校外学習の受入れなど、学校支援および

地域での様々な活動に、企業として積極的に協力・支援を行

う。 

取

組

4 

従業員に学校へ行くことを

呼びかける。 

授業参観への出席、学校行事、ＰＴＡ活動等への参加を働き

かけたり、休暇を取りやすい環境に努めたりするなど、従業

員が学校へ行きやすい環境づくりに努める。 

取

組

5 

企業独自の子育て関連事業

を行う。 

彦根市に所在する企業としてこの制度に参加し、子育て支援

に向けて、企業が独自の積極的な取組を進める。 
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